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○寒河江市情報公開条例施行規則 

平成元年３月27日規則第３号 

改正 

平成17年３月28日規則第７号 

平成17年６月20日規則第31号 

平成18年３月20日規則第１号 

平成22年６月23日規則第18号 

平成28年３月28日規則第４号 

寒河江市情報公開条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寒河江市情報公開条例（平成元年市条例第５号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（閲覧等の請求） 

第３条 条例第10条の規定による請求は、本人が行うものとする。ただし、特別の理由により本人自

ら請求又は閲覧等ができない場合は、他の者が委任状を添えて請求又は閲覧等をすることができる。 

２ 郵送による閲覧等の請求は認めないものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、こ

の限りでない。 

（情報公開請求書） 

第４条 条例第10条第１項第３号に定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 閲覧等の内容の区分 

(２) 情報の使用目的 

２ 条例第10条第１項に規定する請求書は、情報公開請求書（様式第１号）とする。 

３ 条例第10条第２項の規定により相当の期間を定めて請求書の補正を求めるときは、補正通知書（様

式第２号）により公開請求者に通知するものとする。 

（情報公開決定通知） 

第５条 条例第11条第２項の規定による情報の公開決定の通知は、情報公開決定通知書（様式第３号）

により行うものとする。ただし、当該決定に係る情報を直ちに公開するときは、口頭により行うこ

とができるものとする。 

（情報非公開決定通知等） 

第６条 条例第11条第３項、第４項及び第５項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に掲げる通知書とする。 

(１) 公開の請求に係る情報の全部を公開しないことと決定したとき 情報非公開決定通知書（様

式第４号） 

(２) 公開の請求に係る情報の一部を公開しないことと決定したとき 情報部分公開決定通知書

（様式第５号） 

(３) 公開の請求に係る情報の公開決定等の期間を延長するとき 情報公開決定期間延長通知書

（様式第６号） 

(４) 公開の請求に係る情報の存否を明らかにしないとき 存否情報通知書（様式第７号） 

(５) 公開の請求に係る情報が存在しないとき 不存在通知書（様式第８号） 

（情報公開決定期間特例延長通知） 

第７条 条例第12条の規定による決定期間特例延長の通知は、情報公開決定期間特例延長通知書（様

式第９号）により行うものとする。 

（電磁的記録の公開の方法） 

第８条 条例第13条第２項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録（電子

的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、市が保有する処理装置及びプ

ログラム（電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得ることができるように組み合わされ

たものをいう。以下同じ。）により電磁的記録の複写が困難なときその他事務の遂行に著しい支障
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が生ずるおそれがあると認められるときは、電磁的記録の複写を行わないことができる。 

(１) 録音カセットテープ又はビデオカセットテープ 当該録音カセットテープ若しくはビデオカ

セットテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセ

ットテープに複写した物の交付 

(２) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有する処理装置及びプログラムを使用

して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは

視聴又は磁気又は光ディスク等に複写した物の交付 

（情報の閲覧等の方法） 

第９条 情報の閲覧等をしようとする者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損又は破損をしてはなら

ない。 

２ 実施機関は、情報の閲覧等をしようとする者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある

と認められるときは、その者に対し、当該情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。 

（情報公開請求事案移送通知） 

第10条 条例第14条第１項に規定する通知は、情報公開請求書事案移送通知書（様式第10号）とする。 

（第三者に関する情報の意見書提出機会付与通知及び決定通知） 

第11条 条例第15条第１項に規定する通知は、第三者に関する情報に係る意見照会書（様式第11号）

とし、第三者に関する情報に係る意見書（様式第12号）により回答を求めるものとする。 

２ 条例第15条第２項に規定する通知は、第三者に関する情報の公開に係る意見書提出機会付与通知

書（様式第13号）とし、第三者に関する情報の公開に係る意見書（様式第14号）により回答を求め

るものとする。 

３ 条例第15条第３項に規定する通知は、第三者に関する情報の公開に係る決定通知書（様式第15号）

により行うものとする。 

（寒河江市情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第12条 条例第16条第３項に規定する寒河江市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）による諮問は、情報公開決定等審査諮問書（様式第16号）により行うものとする。 

（裁決及び手続） 

第13条 実施機関は、条例第16条第３項の諮問に対する答申を受け、当該審査請求に対する裁決をし

たとき又は同項各号に該当する場合においては、情報公開決定等審査請求裁決通知書（様式第17号）

により、審査請求人及び参加人に対し、通知しなければならない。 

（諮問の通知） 

第14条 条例第16条第５項の規定による通知は、寒河江市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

（様式第18号）により行うものとする。 

（情報公開・個人情報保護審査会） 

第15条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。 

４ 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

６ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 審査会の庶務は、総務課において処理する。 

８ 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 

（補則） 

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成元年６月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第７号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年６月20日規則第31号） 

（施行規則） 
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１ この規則は、平成17年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に行っている情報の公開については、この規則の相当規定により行った

ものとみなす。 

附 則（平成18年３月20日規則第１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年６月23日規則第18号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の寒河江市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた情報の公

開請求について適用し、施行の日前になされた情報の公開請求については、なお従前の例による。 

附 則（平成28年３月28日規則第４号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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様式第８号 
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様式第10号 
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様式第11号 
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様式第12号 
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様式第13号 
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様式第14号 
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様式第15号 
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様式第16号 
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様式第17号 
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様式第18号 

 


